
SocioFuture株式会社
 〒105-0013 東京都港区浜松町1-30-5　

１．労働者派遣実績

10 人

件

２．料⾦に関する実績（2023年度実績）

¥25,577 円

¥18,459 円

27.80 ％

※マージン率には、弊社が負担する法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています。

３．キャリア形成⽀援制度に関する事項
◆キャリアアップに資する教育訓練は、ｅラーニングを中心に実施しています。

教育訓練の種類 対象者 方法 賃⾦⽀給 実施主体 訓練費用負担
派遣就業にあたって

ビジネスマナー

電話応対

ＯＡトレーニング

キャリア形成

就職活動対策

ビジネススキル

仕事の基礎⼒
◆キャリアコンサルティングに関するご相談（無料）をご希望の⽅は、0120-160-809までご連絡下さい。

４．福利厚⽣に関する事項
ホテル・レジャー・グルメ
全国各地の有名ホテル、旅館、レジャー施設、グルメ、映画など、就業中のスタッフの⽅限定で福利厚⽣サービスをご利⽤いただけます。
社会保険
　当社は労働者災害補償保険・健康保険・厚⽣年⾦保険・雇⽤保険の適⽤事業所です。
年次有給休暇
　就業開始日より６ヶ月間継続、かつ所定労働日数の８割以上を勤務した皆さまに、労働日数に応じて有給休暇が付与されます。
慶弔⾦制度
　結婚祝⾦、出産祝⾦、弔祭料、⾹典などの慶弔⾦制度があります。
医療・健康
　定期健康診断、インフルエンザ予防接種や⻭科検診の受診などのサポートをしいています。
相談窓口
キャリアに関する相談や、こころの悩みや心配事の解決にむけた相談受付の窓口を開設しています。
厚⽣労働省　はたらく人のメンタルヘルス・ポータルサイト　こころの⽿
https://kokoro.mhlw.go.jp/

　当社によるキャリアコンサルティング相談窓口（無料）はこちら
　0120-160-809

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項
　労使協定を締結しているか否か ︓ 締結済
　労使協定による派遣労働者の同⼀労働同⼀賃⾦の決定 ︓ 締結済
　労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ︓ 本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する⼀般事務の派遣労働者　
　労使協定の有効期間の終期 ︓ 2024年8月31日
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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項に基づく情報公開〜
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